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第
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す
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刑
法
に
規
定
さ
れ
る
仮
釈
放
に
関
す
る
質
問
主
意
書

刑
法
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
に
お
い
て
、
仮
釈
放
に
つ
い
て
細
か
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
と
「
政

府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
三
六
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

一
般
に
、
刑
に
服
し
て
い
る
者
に
対
し
て
仮
釈
放
の
処
分
が
下
さ
れ
る
際
の
検
察
庁
に
よ
る
関
与
に
つ
い
て
、
「
政
府
答

弁
書
」
で
は
「
東
京
、
大
阪
又
は
名
古
屋
の
各
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
の
検
察
官
が
捜
査
又
は
公
判
に
関
与
し
た
事
案
で

あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
合
議
体
は
、
仮
釈
放
を
許
す
か
否
か
に
関
す
る
審
理
を
行
う
に
当

た
り
、
更
生
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
検
察
官
に
対
し
、
意
見
書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
「
意
見
書
等
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
の
答
弁
に
は
「
更
生
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
」
と
あ
る
。
右
の
条
文
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
合
議
体
は
、
前
条
の
審
理
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
審
理
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
者
（
以
下
「
審
理
対
象
者
」
と
い
う
。
）
と
の
面
接
、
関
係
人
に
対
す
る
質
問
そ
の
他
の

一



方
法
に
よ
り
、
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
各
地
方
更
生
保
護
委
員
会
が
検
察
官
に
対
し
、
一
の

「
意
見
書
等
」
の
提
出
を
求
め
る
必
要
が
生
じ
る
時
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

三

「
政
府
答
弁
書
」
に
は
「
東
京
、
大
阪
又
は
名
古
屋
の
各
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
の
検
察
官
が
捜
査
又
は
公
判
に
関
与

し
た
事
案
に
関
し
、
仮
釈
放
を
許
す
か
否
か
の
審
理
に
お
い
て
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
が
検
察
官
に
対
し
、
意
見
書
等
の

提
出
を
求
め
た
事
案
の
件
数
並
び
に
そ
の
意
見
内
容
及
び
そ
の
審
理
結
果
の
件
数
に
つ
い
て
の
統
計
は
な
い
」
と
あ
る
が
、

そ
れ
は
な
ぜ
か
。

四

「
政
府
答
弁
書
」
に
は
「
一
般
に
、
仮
釈
放
を
許
す
こ
と
に
つ
い
て
検
察
官
か
ら
反
対
の
趣
旨
の
意
見
書
等
の
提
出
が

あ
っ
た
場
合
で
も
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
合
議
体
に
お
い
て
は
、
仮
釈
放
を
許
す
か
否
か
に
つ
い
て
、
個
々
の
事
案
に

応
じ
て
適
切
な
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
」
と
あ
る
が
、
右
は
あ
く
ま
で
一
般
論
で
あ
っ
て
、
検
察

官
の
意
向
が
強
く
働
い
て
仮
釈
放
を
許
す
か
否
か
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
事
案
は
過
去
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


